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 Ｖｏｌ．１１　平成２４年のテーマは、「地道に足元を見つめる」 

「離婚したい！」を読んでカスタマーレビュー（アマゾン）を書こう！ 
　昨年は東北大学の諸先輩方をはじめ多くの方に「離婚したい！」を読んでいただきました。最近で
は、書店で「離婚したい！」を購入して当事務所をお知りになり、ご相談にいらっしゃる方も増えて参
りました。 
　そこで、お願いなのですが、読後の感想をＡｍａｚｏｎのカスタマーレビューをクリック 
して、ご投稿していただければ、幸いです。 
　なお、今年は１月５日（木）からの業務開始となります。	
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皆さま、明けましておめでとうございます。	
　平成２３年は未曾有の大震災に始まり、歴史的な円高、欧米の経

済危機、バンコクの洪水被害、そして最後に金正日の死亡と続き、

はたして平成２４年は全世界激動の年になるのではないか、と不安

を抱かせるような１年であったと思います。実際今年は、台湾、ロシ

ア、アメリカ、韓国などで大統領選挙が行われ、その結果次第に

よっては、東アジアの均衡が大きく変化する可能性を秘めておりま

す。当事務所は、この激動の時代を、めったにない大きなチャンスと

とらえ、皆さまと手を携えて進んでいきたいと考えております。	

　ところで当事務所では、平成２１年７月の事務所開設以来、年初

に「経営計画書」を策定し、毎年の目標を定めております。今年の

目標は、ずばり、「地道に足元を見つめる１年」です。当事務所も開

設以来２年半が経過し、皆さまのお陰をもちまして経営も順調に推

移してまいりました。その中で、離婚の分野においては、昨年は東

北大学同窓会東京支部の総会の講演やコンサルタント会社主催の

弁護士向けセミナー、さらには書籍の出版も行い、今年３月には第	

二東京弁護士会の弁護士向け研修での講師を務める予定となっており、一般の方々のみならず、弁護士

業界においても、「離婚に強い法律事務所」という評価を確立しつつあるように思います。もとより、当事務

所は、離婚以外にも、交通事故、相続・遺言、中小企業支援など、幅広い分野を取り扱っており、それぞ

れの分野においても、リピーターとなって頂く依頼者の方々が増えてきています。	

　当事務所がこのように順調な発展を遂げつつありますのも、ひとえに皆様のお陰と感謝しつつ、このよう

なときだからこそ、もう一度、事務所を立ち上げたときの気持ちに立ち返り、「地道に足元を見つめ」て気持

ちを引き締め、また、激動の時代であるからこそ、「地道に足元を見つめ」て揺るぎない実力を養うべく、さ

らなる研鑽に励むことの必要性を痛感しています。	

　本年も、皆様方からのいっそうのご支援、ご鞭撻を、どうぞよろしくお願い申し上げます。	

「ソレイユクラブ」法人会員を募集いたします。	
　有難いことに、すでに７０名以上の方々に、ソレイユクラブの会員となって頂いておりますが、「法人
でも会員になることができるの？」というお問い合わせを数多く頂戴しております。	

　そこで、当事務所では、平成２４年の年頭を飾って、「ソレイユクラブ法人会員」を募集することにいた
しました。	
　法人会員の特典につきましては、同封のパンフレットをお読みください。多数の法人様の参加をお待

ちしております。	


